
契約変更 年月日

契約業者 の住所

業 務 の 名 称

業 務 場 所

業 務 区 分

履行期間 （自）

履行期間 （至）

変更前の契約金額 ￥７９，７５０，０００.-

変 更 金 額 ￥　１，５４０，０００.-

変更後の契約金額 ￥８１，２９０，０００.-

業 務 概 要

（変更した内容）

　

　令和　７年　３月１２日

　株式会社ポルテック

　

　東京都中央区京橋一丁目５番８号

　福山港等監督等補助業務

　中国地方整備局指定の場所

　建設コンサルタント等

変 更 理 由

　別紙変更理由書のとおり

　

　

　

（変更１回、最終）契約変更の内容

契 約 業 者 名

　

　令和　５年　４月　３日

　令和　７年　３月２４日

　

　

　変更なし



（別紙） 

 

変 更 理 由 書 

 

１． 業務名   福山港等監督等補助業務  

 

２． 履行期間  令和５年４月３日 ～ 令和７年３月２４日 

 

３． 請負金額  79,750,000 円 

 

４． 変更理由  

   本業務は、広島港湾・空港整備事務所における福山港及び尾道糸崎港に関する工事実施の

監督補助等を行うものであり、対象工事の監督職員を支援し、当該発注工事の円滑な履行及

び品質確保を図ることを目的とする業務、並びに工事設計書作成に必要となる工事発注図面

及び数量総括表（数量計算書）、積算根拠資料等の作成支援を行うことにより、工事発注の

円滑化を図ることを目的とする業務であるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する

必要が生じた。 

  

 

（１） 新型コロナウイルス対策に関する記載の削除 

令和 5 年 5 月 8 日より、新型コロナウイルス対策が不要となったことに伴い、特記仕様

書 6.(14)の記載を削除する。 

 

（２） 建設現場の遠隔監視に関する試行  

福山港箕島地区岸壁(-12m)築造工事の施工状況確認、安全監視の強化のため、施工範囲背

後のヤードに遠隔監視用のカメラ設備を追加する。 

 

（３） 遠隔監視用カメラ設備の精算変更 

箕島地区岸壁（-12m）施工範囲背後ヤードに設置した遠隔監視用カメラ設備について、撤

去日及び配備期間が確定したため、費用を精算変更する。 

 


